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１．香 川 県 内 の 感 染 者 情 報  

 

《県内の患者等の状況》  
 

2月 3日時点  2月 2日現在  

陽  性  患  者  数 （名） 
PCR検査 

実施件数 

（件） 

抗原検査 
実施件数 

（件） 

 

累 計 

入 院 を 要 す る 者 等 
退院・ 

解除 
死亡 

医療機関 
宿泊施設・

自宅療養 

社会福祉 

施設等療養 

入院等 

調整中 

678 59 37 53 11 502 16 30,213 9,496 
   ※医療機関に入院している患者の症状：2月3日正午時点 

   ※県内で発生したが、県外で入院等した2名は、計上していない。 

   ※県外で発生したが、県内で入院等した4名を計上している。 

 

《受診・相談センター相談件数： 2月 3日現在》  
（件） 

一  般  相  談  件  数 
受診相談件数 

県 民 医療機関 行政機関 企 業 観光･旅館 その他 計 

17,082 1,063 684 1,523 132 813 21,297 29,330 
 

《現在の感染者数【累計 682名】：第 8号配信後〔 1月 15日～ 2月 4日〕》  
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２．都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会報告（TV会議） 

 

《第 21回協議会（令和 3年 1月 18日開催）》  

 
※質疑応答を含む詳しい内容は、full versionを参照してください。 

 

 
１．新型コロナウイルスワクチンの接種について（厚生労働省）：資料1 

 

１）ファイザーワクチンの小分けに関する条件と移送方法について 

 

 (1) 連携型接種施設とは 

   医療従事者等への接種に当たり、概ね100名以上の接種を行う施設が希望した場合、ワクチン

を基本型接種施設から冷蔵で移送し、有効な期間内に自施設の従事者に接種する。 

   ※ 自施設の他、地域の医療従事者にも接種する。 
 

 (2) サテライト型接種施設とは 

   ➢ 住民への接種に当たり、基本型施設1か所につき3か所程度（基本型施設と併せて人口5,000

人に1か所程度）を上限として設置し、基本型接種施設から冷蔵で移送し、ワクチンを有効

な期間内に接種する。 

   ➢ 高齢者施設入所者や、離島・僻地での接種に必要な場合、上記の上限数を超えて、サテラ

イト型接種施設を設置できる。 

 

 (3) 連携型・サテライト型に必要な準備 

   ➢ 集合契約に加入し、V-SYSに基本情報・基本型施設等を登録。 

   ➢ 通常、冷蔵のワクチンを保管する冷蔵庫を予め保有。 

    ※保冷ボックス・保冷剤・バイアルホルダーは、国から基本型接種施設1か所当たり若干個

を、基本型接種施設に提供予定。 

 

 (4) 移送の方法 

   ➢ 2℃～8℃を保って移送を行うため、保冷ボックスに、冷凍した保冷剤とともに入れて移送。

バイアルホルダーに入れ、バイアルが倒れないようにする。 

   ➢ ワクチン本体、付属する文書（添付文書、シール等）、0.9％生理食塩水、国から提供され

る注射針・シリンジを併せて移送する。 

   ➢ 基本型接種施設に記録台帳を置き、移送数・移送先を記録。 

   ➢ 保管期限（解凍後5日）以内に必ず使用。保管期限を上回らないよう、移送日と使用日ごと

の使用数を記録するほか、原則として1～2日間で使用する分ごとに移送。 

   ➢ 移送に要する時間（冷蔵庫を出してから、冷蔵庫に入れるまで）は原則として3時間以内。

離島等の特殊な事情がある場合でも12時間を超えることはできない。 

   ➢ 原則として、連携型接種施設は同一都道府県、サテライト型接種施設は同一市町村内でワ

クチンを移送。人口の少ない市町村に1,000回単位のワクチンを配分できないために、都道

府県が特に認めた場合に限り、市町村域を越えても可。 

 

 

 
 

https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/fullversion.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-1.pdf
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２）新型コロナウイルスワクチンの特性（現時点。前回と少し変更あり） 

 

 
 

 

 

 

３）新型コロナワクチンの接種体制の構築（スケジュールのイメージ） 

 

  ワクチンが承認された場合に速やかに接種が可能となるよう、ワクチン接種の優先順位を踏ま

え、都道府県・市町村と連携して、接種体制を整える。 
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４）接種の実務について 

 

 (1) ワクチンの分配を受けるまでの流れ 

 
 

 (2) 集合契約への参加 

   ① 集合契約の発行はウェブサイトで行う。 

   ② サイトにアクセスし、医療機関コード、担当者情報、委任先、取り扱うワクチンの製造会

社を入力すると、PDFが出力される。 

   ③ PDFを印刷して、委任先（郡市地区医師会等）に郵送する。 

 

 (3) V-SYSへの初期登録 

   ①V-SYSにログイン → ②医療機関情報の更新 → ③ホームページ掲載情報入力 → 

④接種医師情報の登録 

 

 (4) ワクチン製造販売業者による市販直後調査を含む情報の提供等について 

   ワクチン接種開始後、ワクチン製造販売業者が適正使用等のため、情報提供、収集、伝達を実

施する。 

   同調査はコロナ感染予防のため、メールで行われる。 

   ※国は、人類が経験したこともないワクチン接種の副反応の調査を業者に丸投げ！ 
 

 (5) ワクチン配分方法 

   ワクチンの分配・流通については、月2～3回程度の周期で、地域ごとのワクチン分配量の決定

を行い、委託先に分配する。情報のやりとりはV-SYSを用いる。 

 

 (6) 接種を行う施設の事前準備（物品） 

   ・冷蔵庫、救急用品、事務用品 

   ・予診等で使う物品：マスク、手袋、舌圧子、体温計 

   ・接種に用いる物品：シリンジ、アルコール綿、トレイ、針捨て容器、手指消毒剤 

    〇 国またはワクチンメーカーが提供するもの 

      ワクチンと同梱で配送されるもの：ワクチン、添付書類、希釈用生食、接種用シリンジ、

ドライアイス 

    〇 事前送付：超低温冷凍庫、ドライアイスの詰替用物品（手袋、ゴーグル、スコップ） 
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 (7) 各社ワクチンの取扱（ファイザー、モデルナ） 

 

 

 (8) 接種の実務 

   受 付：運転免許証や被保険者証で、接種券と予診票の本人確認。 

   予 診：接種が適当かどうかを判断する。 

   接種後：予診票に接種券のシールと、ワクチン名・ロット番号のシールを貼る。 

       予診票のコピーを医療機関で保管。 

       接種後、一定時間（15～30分と言われているが、未確定）留め置き、副反応の有無を

確認する。 

   ※接種場所、接種券については、第20回協議会報告を参照。 

 

 

 (9) 請求方法 

   医療機関は、医療機関が所在する市町村に対して、予診票の原本等（当該市町村に住民票があ

る人）を提出するとともに、国保連に対して（住民票がない人）、請求先自治体ごとに仕分け

をした予診票の原本等を提出する。 

 

 

 

５）医療機関委託での住民への接種体制について：資料1 5/36 

 

 
 

   併設の医療機関が、サテライト型接種施設として登録し、基本型施設からワクチンを受け取っ

て接種。 

 

 

 

 
 

   ・接種に協力する医療機関が、サテライト型接種施設として登録し、基本型接種施設からワク

チンを受け取って接種。 

   ・施設毎に接種を行う医療機関を確保できるよう、必要に応じ市町村が地域医師会等の協力を

得て調整する。 

 

 

 

https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-1-15.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-1-17.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/12-25/fullversion.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-1.pdf
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６）医療従事者への接種について 
 

 
   ・2月中に基本型接種施設にディープフリーザーを設置。 

   ・3月から医療従事者接種を行う。 

   ・従事者数の自施設で接種を行うほか、基本型接種施設は医療従事者接種を行う他の病院への

ワクチン移送元となる。 

 

 (1) 優先接種の対象となる医療従事者等の範囲 
 

 
 

 (2) 診療所・薬局等 医療従事者への接種の進め方（概要） 

   医療関係団体（地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会等）は、関係する医療従事者（自施設で

接種する病院等の従事者を除く）の接種予定人数を把握し、接種場所の確保を調整。 

   接種までの間に、接種予定者リストを作成し、クーポン券付き予診票（関係団体でV-SYSより

出力）を接種予定者に配布するとともに、接種日時等を案内。 
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２．新型コロナウイルス感染症対応日本医師会休業補償制度加入状況報告について 

 

１）新型コロナウイルス感染症対応日本医師会休業補償制度：資料2 

 

 (1) 加入申し込みの推移 

 
 

 (2) 都道府県別加入率 

 
 

 
２）第三次補正予算（案）：資料2 4ﾍﾟｰｼﾞ、第20回協議会報告 ５．１）参照 
   二次補正の補助事業であった医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援が三次補正予算案とし

て第二弾。これは無床診療所で25万円を上限などになるが、実施される予定。今日から始まる通
常国会でその詳細が決まるので、これから加入される方はもちろんのこと、既に申し込みをされ
ている方で、二次補正の際は既に申請済で、その恩恵を受けることができなかった方でも適応と
されているので、活用いただきたい。 

 
３）新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A（第10版）抜粋：資料2 5ﾍﾟｰｼﾞ 
 
 質問：質問の2において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金につ

いて、「令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる経費が対象となる」とあるが、例え
ば当該医療機関の医療従事者が新型コロナに感染し、一時的に閉院または閉鎖した場合の補
償を行う保険の保険期間に令和3年4月1日以降が含まれる場合は、当該期間の保険料は控除し
て申請する必要があるか？ 

 回答：以下の①～③を全て満たす場合は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支払った保険
料の全額を補助対象の経費として差し支えない。 

    ① 新型コロナ感染症の影響による休業について補償する保険であること。 
    ② 契約期間を任意に設定することができないことにより、保険期間に令和3年4月1日以降が

含まれること。 
    ③ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに保険料の支払いを行っており、その支払った額

が12か月以下の最も短い期間を対象とした保険料であること。 

 

https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-2.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-2.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/12-25/fullversion.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-2.pdf
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３．G-MISの改修について：資料3、第20回協議会報告 ３．参照 

 

 〇 新システム移行後もログインIDの変更なし、パスワードは新しく設定が必要。 

 〇 報告URLが変更される。 

 〇 診療所での報告項目に変更はなし。病院での報告項目は減少する。 

 〇 1月15日17:30～1月18日7:59は新旧システムとも操作できない。 

 

 

４．日本医師会「年末年始の医療提供体制に関する緊急調査」について：資料4 

 

 
 

 

５．病床数の国際比較について：資料5 

 

 新型コロナウイルス感染症流行下において、日本は諸外国に比べて病床数が多いにも関わらず、な

ぜ「医療崩壊」が進んでいるのか、医療関係者の努力が足りないのではないかとの指摘がある。欧州

においては、昨年の第一波の時点で、既に必要な医療が提供できないという状況が生じており、まず

人口あたりの死者の数が多い。これは医療現場の逼迫の様子を如実に表している。G7の大半の国では

死亡者が軒並み1,000人／100万人以上であるが、日本では約30数名／100万人であることを以てして

も、日本の状況をしっかり評価する必要がある。 

 また、民間医療病院がコロナの診療に携わっていないのではないかとの指摘もあるが、病院の規模

によって、コロナの受入可能性は大きな影響を受けてくる。それぞれの病院が果たす役割を踏まえな

がら、仮にコロナを受け入れることのできない病院においても、それ以外の患者を積極的に受け入れ

るという連携を通じて、その地域でしっかりとることで、対応することが必要。 

 資料5で、病床数の評価は、結論としてはそれぞれの国の体制が異なることから、一概に、例えば

急性期病床が多いということが指摘できることではない。日本は非常に急性期病床が多いのではない

かという指摘については、決してそうではない。カウントしている内容が大きく違う。リハビリ病床

の評価をどうするのか、精神科病床の評価をどうするのか、また慢性期の病床についての扱いが、国

によって違うと。ぜひこの資料をご覧いただききたい。 

 

 

１）総病床数 

 

 (1) 日本の2018年の総病床数は1,641,407床、人口1,000人当たり総病床数(Total hospital beds)

は13.0床である（表1）。日本の病床数は、病院および有床診療所の一般病床、療養病床、病院

の感染症病床、結核病床、精神病床の合計である。日本およびフランスを除いて、G7各国では

精神科領域は別掲であり、総病床数に精神病床（Psychiatric care beds）を含まない。日本は

総病床数に精神病床を含む。 

 (2) 総病床数が全国計ではない国もある。米国では2016年まで全米病院協会（AHA:American 

Hospital Association）登録病数が対象であり、英国では民間セクターを含まず、救命救急や

集中治療室等を含まない地域もある。 

 (3) 日本がOECDに報告しているCurative care beds（以下、急性期病床と呼ぶ）には、一般病床の

回復期リハビリテーション病棟が含まれる。諸外国では、Rehabilitative care beds（以下、

リハビリ病床と呼ぶ）は急性期病床とは区分されている。 

 

 

https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-3.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/12-25/fullversion.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-4.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-5.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-5.pdf
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２）急性期病床およびリハビリ病床 

 

  日本は急性期病床とリハビリ病床を区分していないので、急性期病床とリハビリ病床の合計で、

諸外国と比較するしかない。 

  急性期病床とリハビリ病床を合計した人口1,000人当たり病床数は、日本は7.8床であり、ドイツ

の8.0床よりも少ない（表1）。とはいえ、日本の急性期関連（急性期、リハビリ）は諸外国に比

べて多い。このことについて、慢性期関連の病床数も確認しておく必要がある。 

 

 

表１ 病床数の国際比較 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

表２ 日本における病床数の内訳 
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６．新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について：資料6 

 

１）国民健康保険組合の規約における自家診療に係る保険請求の制限の例外規定について：資料6 1/6 

  一部の国保組合が設けている制限の例外を設ける場合の規約参考例の連絡あり。 

  以下の疾病の診療については、当分の間、この規定から除外する。 

   ①新型コロナウイルス感染症、 ②新型コロナウイルス感染症疑い 

  これら以外の傷病についての請求は従来通り。 

   ※香川県医師国保組合は、運営内規により自家診療の自粛を要請。 

 

２）新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱について（その32） 

   Q&A：資料6 2/6 

 

３）新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱について（その33）：資料6 4/6 

  都道府県から受入病床として割り当てられた療養病床に入院させた場合は、一般病床とみなして

病床確保料、重症患者中等症患者病床、1日 4万1千円、その他の病床1日 1万6千円とすると共

に、一般病棟入院基本料のうち、特別入院基本料を算定できることが示されている。例えば、中

等症の場合、特別入院基本料607点、14日以内の入院期間における加算300点、救急医療管理加算

の3倍 1,850点、2類感染患者入院診療加算250点に加えて検査や治療にかかる費用が算定できると

なっている。 

 

 

７．新型コロナウイルス感染症に関する補助事業について：資料7−1 

 

１）都道府県から診療・検査医療機関（仮称）に指定された医療機関の皆様へ 

   発熱外来診療体制確保支援補助金の交付申請手続きに関するお知らせ。 

   この案内は、現在の申請手続きの進捗にかかわらず、都道府県から診療・検査医療機関（仮

称）に指定されている全ての医療機関の皆様に今後の手続きを案内するもので、必ず確認のこ

と。対応手続きは下図の通り。 

 

 
 

                  資料7-1 7/9   資料7-1 6/9  資料7-1 7/9 

 

 

   交付申請書：https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000721086.xlsx 

   発熱外来診療体制確保支援補助金の申請について 

     https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/201109-

2020chi_388-2.pdf 

   ケースごとの例示：http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20201014_21.pdf 

 

https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-6.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-6.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-6.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-6.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-7-1.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-7-1.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-7-1.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-7-1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000721086.xlsx
https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/201109-2020chi_388-2.pdf
https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/201109-2020chi_388-2.pdf
http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20201014_21.pdf
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２）令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関 緊急支援事業補助金に関するQ&A： 

資料7−3 

 

 

３）更なる病床確保のための新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援のご案内：資料7−4 

 

  (1)は12月24日以前から継続している確保病床も対象となる。 

  (2)は、(1)の①と②に対して、さらに緊急事態宣言が発出された都道府県、あるいは上記に該当

しない都道府県について、それぞれ450万円を加算するもの。従って新たに以前から持っていて、

さらに新たに割り当てられた確保病床については、例えば①の場合、1,500万円＋450万円。 

  補助の対象経費は①と②に分かれていて、人件費の部分とそれ以外の経費がある。②は補助基準

額に対して1/3まで。 

  資料7-4 2/2 

   Ｑ１の３つ目の〇 

    新型コロナ対応手当について、従前から勤務する職員を含めてよい。手当については1日ご

との手当、特別賞与、一時金等の方法で支給することが考えられる。 

    12月25日から3月31日までの対象期間にかかる人件費であり、支出額が確定していれば、対

象期間内に支払わなくても、対象経費として認められる。 

   Ｑ１の４つ目の〇 

    新規職員でない従前から勤務する職員の基本給は対象とならないが、従前から雇用されてい

た職員であっても、新型コロナ対応手当や新型コロナ患者等への対応を伴う時間外勤務手当は

対象となり得る。 

   Ｑ２ 

    受け入れる病棟以外の職員も対象となるか？ 新型コロナ患者を受け入れる病棟の医療従事

者のみに限らず、例えば外来部門、検査部門等であっても、新型コロナ患者、疑い患者の対応

を行う医療従事者は対象となり得る。事務部門等でも可能。支給する職員の範囲については、

治療への関与や院内感染、クラスター防止への取組への貢献の度合いを考慮しつつ、あくまで

も医療機関が決定してよい。手当の額に傾斜を付けることも可能。 

   Ｑ８ 

    1/3ページまでの経費についてどのようなものが対象となるか？ 感染防止対策にかかわる費

用に限らず、院内等での感染を防ぎながら、地域で求められる医療の提供するための診療体制確

保等に要する費用について幅広く対象となり得るので、従前通りの経費の扱いでいいと思う。 

 

  対象医療機関：病床が逼迫している都道府県において新型コロナ患者・疑い患者の受入病床を割

り当てられている医療機関 

 

  補助基準額（補助上限額） 

   (1) 確保病床数に応じた補助（①～③の合計額） 

      ① 新型コロナ患者の重症者病床数 × 1,500万円 

      ② 新型コロナ患者のその他病床数 ×  450万円 

      ③ 協力医療機関の疑い患者病床数 ×  450万円 

   (2) 緊急的に新たに受入病床を確保する観点からの加算 

      〇 緊急事態宣言が発令された都道府県 

        ・12/25から2/28までに新たに割り当てられた確保病床数 × 450万円を加算 

      〇 上記に該当しない都道府県 

        ・12/25から2/28までに新たに割り当てられた確保病床数 × 300万円を加算 

 

  補助対象の経費 

   ・12/25から3/31までにかかる①及び②の経費 

    ① 新型コロナ患者等の対応を行う医療従事者の人件費（新型コロナ対応手当、新規職員雇

用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図るもの） 

    ② 院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費（従前から勤務してい

る者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く） 

 

 

４）新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A（第12版）：資料7−5 

 

https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-7-3.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-7-4.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-7-4.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-7-5.pdf
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８．COVID19-JMAT活動について：資料8 

 

１）COVID-19 JMATの派遣状況 

 
 

２）都道府県別のCOVID-19 JMAT派遣状況 

 
 

 

９．高齢者施設等の感染対策について：資料9−1、資料9−2、資料9−3 

 

１）退院患者の介護施設における適切な受入等について：資料9−1 2/8 

 

   新型コロナの感染拡大に伴い、入院患者が増加しており、確保病床を最大限活用するため、退

院患者の介護施設における適切な受入促進を図るための留意点等を示す。 

   新型コロナ患者の退院基準は、以下の通り。これらを満たす場合、内外の知見によると例え

PCR陽性であっても、感染はしないとされている。 

  【有症状者の場合】 

   ①発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合。➡検査不要 

   ②症状軽快後24時間経過した後、PCR検査または抗原定量検査で24時間以上間隔をあけ、2回の

陰性を確認した場合。 

  【無症状病原体保有者の場合】 

   ①検体採取日から10日間経過した場合。➡検査不要 

   ②検体採取日から6日間経過後、PCR検査または抗原定量検査で24時間以上間隔をあけ、2回の

陰性を確認した場合。 

 

 

   施設系及び居住系サービス事業所において、本退院基準を満たし退院をした者について、あるい

は、感染していない患者を、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして入所を断ることは、受

入を拒否する正当な理由には該当しない。 

 

https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-8.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-9-1.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-9-2.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-9-3.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-9-1.pdf
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２）人員基準等の柔軟な取扱いについて 

 

  資料9-2 6/8～8/8 

   8/8ページに、医療機関から新型コロナ退院患者受入れる場合は、介護施設等で定員超過をし

ても減算を適用しないことを再徹底した。 

   従前からの介護医療医院、老健に加え、看護師の配置のない、特養、グループホーム、有料老

人ホーム、サ高住、軽費老人ホーム、養護老人ホーム等が対象施設として追加された。 

   今回の介護報酬改定で通所系、居住系、訪問系サービスにおいても、感染対策の取り組が運営

基準として義務化される予定。また訓練の実施等が求められることになった。 

 

  資料9-3 2/4 

   現行の国の取り組み支援事業としてマニュアルの作成、研修の実施を進めており、3/4ページ

の手引き、マニュアル、リーフレットがホームページでダウンロードできる。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisa

kumatome_13635.html 

 

 

 

 
 

３．ト ピ ッ ク ス  

 

≪SARS-CoV-2 変異株について≫ 
 

 今、世界的にSARS-CoV-2の変異株が問題視されていますが、マスコミでは、ただただ変異株だ、大変

だ、という報道ばかりで、客観的な内容が伝わってきません。そこで最近の報告をまとめてみました。 

 まず、「変異種」は間違いで、「変異株」が正しい表現です（文献1 参照）。 

 今、世界的に流行している株はVOC 202012/01、501Y.V2、501Y.V3、P.1あたりが、主な変異株で

す。これらを国立感染研の報告（文献2）の表を元に加筆したものを、文献3と合わせて示します。 

 

 

 

 

 
 

図1 英国におけるSARS-CoV-2-CoV-2のシークエンスの総数と、その中でVOC 202012/01の占める割合。 

   シークエンスを行った株の７割ほどが、この株に変異している。 

 

 

 

 

https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-9-2.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/3-1-18/210118-9-3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
https://www.kansensho.or.jp/modules/news/index.php?content_id=221
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/10090-covid19-30.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-variants-concern-eueea-first-update
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図2 2021年1月19日現在で、VOC 202012/01の報告がある国。日本からも報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 
図3 2021年1月19日現在で、501Y.V2の報告がある国。日本からも報告されている。 
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表1 主な変異株の特徴：文献2に追加加筆。 
 

株 VOC-202012/01 501Y.V2 501Y.V3 P1 

別 名 
Nextstrain clade 20B、GISAID 
clade GR、lineage B.1.1.7（※1） 

Nextstrain clade 20C、GISAID 
clade GH、lineage B.1.351 

 

Nextstrain clade 20B、GISAID 
clade GR、lineage P.1 
 ※lieage B.1.1.248と間違われる
ことが多いが、これとは別物。 

アミノ

酸変化 

spike protein changes (deletion 
69-70, deletion 144, amino acid 
change N501Y, A570D, D614G, 
P681H, T716I, S982A, D1118H) 
as well as by mutations in 
other genomic regions（文献4） 

spike protein(D80A, D215G, 
E484K, N501Y and A701V、 
L18F, R246I, K417N, deletion 
242-244)、 receptor binding 
protein (K417N, E484K, N501Y) 

 

spike protein(L18F, T20N, 
P26S, D138Y, R190S, K417T, 
E484K, N501Y, H655Y, T1027I, 
and V1176F) 

この株は、VOC202012/01 や
N501Y とは近縁ではない。
lineage B.1.1.28 のスパイク蛋白
の 11 アミノ酸が変異している。 

感染性 

感染性増加が懸念される変異
を有する。 

感染性増加が懸念される変異
を有する。 

 
感染性増加が懸念される変異
を有する。 

 
現時点で、伝染性に関する微
生物学的、疫学的なエビデンス
はないが、 VOC202012/01 と
501Y.V2に見られるN501Yアミノ
酸変異が本株にも見られること
から、伝染性が強くなっている
ことは否定できない。 

伝播性が50～74%増加の推定
結果がある（文献5）。 モデリング上、 2次感染率が

50％程増加の推定結果がある
（文献11）。 2次感染率の30～50%増加を示

唆する解析結果がある。 

この株の基本再生算数=1.25、
その他の株は0.85（文献6）。 非変異株に対する免疫性を

21％ほど減弱させるとの推定も
なされている（文献12）。 他の株より75％ほど感染性が

高い（文献7）。 

重症度 

分析はまだ不確かで更なる研
究が必要とした上で、1.3倍程
度の死亡リスク上昇と関連する 
realistic possibility（※2）があ
る。(NIID） 

 
より重篤な症状を引き起こす可
能性を示唆する証拠なし（文献
11）。 

 
より重篤な症状を引き起こす可
能性を示唆する証拠なし。 

 

 
現時点で、本株が他の株と比
べて、重症化を示唆するエビデ
ンスはない。 

本株のアミノ酸配列の変化が、
非変異株に対する抗体に対し
て抵抗性を有するとする発表
前の報告もある（文献3、文献
4）。これらの報告は、本株によ
る2次感染のリスクを高めると
の懸念もある。ただし現時点
で、2次感染が本株によるもの
であるとの報告はない。 

 
重症度については、何もわかっ
ていない。501Y.V2に見られる
E484Kアミノ酸変異があること
から、抗体の効果が減弱してい
る可能性がある（文献4、文献
12、文献13、文献14）。 

再感染 

(抗原性) 

 
野生株との交叉中和能あり。 

中和抗体からの逃避変異とさ
れるE484K変異を有する。 

2次感染が本株によって増えて
いるかどうかも不明。 

 

中和抗体からの逃避を示唆す
る実験結果あり。 

中和抗体からの逃避変異とさ
れるE484K変異を有する。 

 
再感染率について野生株との
有意差なしの暫定結果。 

 
過去の感染による免疫から
21％逃避している可能性が確
定されている。 

本株の検査結果に対する影響
はわかっていない。S-遺伝子
の欠損もないため、S-遺伝子
に対する逃避変異もないと思
われる。 

他株への既感染者の再感染事
例の報告あり。 

診 断 

スパイク蛋白の第69,70塩基が
欠損しており、RT-PCR検査で
陰性になる場合がある（文献
8）。ただし一般的にS-遺伝子
がそれ自体検出に使われてい
るわけではないので、すべてが
偽陰性となるとは限らない。 

 
現在のところ、本株が検査結果
に対する懸念とはなっていな
い。本株ではVOC202012/01に
見られた第69,70塩基の欠損が
みられない。ただし、第242、
244塩基の欠損がみられる。 

  
5種類の抗原検査は、ヌクレオ
カプシド蛋白を抗原として使っ
ているため、本株に見られる2
つのアミノ酸変異による影響は
ほとんどない（文献9）。 

非変異株と本株との間に、抗
原性の違いが見られたが、非
変異株に感染した患者の抗体
も本株に対して中和活性を認
めた（文献10）。 

ﾜｸﾁﾝ

への 

感受性 

 
ﾌｧｲｻﾞｰ社ﾜｸﾁﾝ接種後血清で、
pseudotype virus（※3）使用実
験では効果に影響がないことを
示唆。 

pseudotype virus使用実験で、
ファイザー社やモデルナ社ワク
チンで誘導される中和抗体に
若干中和されにくいことが示唆
される報告があるが、有効性へ
の実際の影響は不明である。 

 
関連する研究報告なし。 

 

流 行 

状 況 

英国で2020年9月に初確認、
90％以上を占める可能性。 南アフリカ共和国で8月下旬に

発生、11月中旬にほぼ全例（80
～90％）を占める。 

ブラジル・アマゾナス州から報
告あり。マナウスで12月中旬か
ら下旬に42％（13例／31例）か
ら検出の報告。 

 

50カ国以上で渡航者等から検出。 

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞで検出割合が増加し、
すべての地域と年齢層で検出。 

 
20か国以上で渡航者等からか
ら検出。 

 
韓国、日本、フェロー諸島でブ
ラジルからの渡航者から検出。 ｲｽﾗｴﾙで当局が"widespread 

transmission"と報告。 

  ※1 かつて使われていた”B.1.1.7”は、”VOC 202012/01”と新たに命名された。VOCは”Variant of Concern”の略。意外に庶民的な命名。 

  ※2 realistic possibility：40～50%の確からしさを示す表記 

  ※3 pseudotype virus：実験・抗体検査を目的に人工的に作られる別のｳｲﾙｽ粒子の表面にSARS-CoV-2のｽﾊﾟｲｸﾀﾝﾊﾟｸを発現させたｳｲﾙｽ。 
 

 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/10090-covid19-30.html
https://virological.org/t/preliminary-genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-%20cov-2-lineage-in-the-uk-defined-by-a-novel-set-of-spike-mutations/563
https://cmmid.github.io/topics/covid19/uk-novel-variant.html
https://cmmid.github.io/topics/covid19/sa-novel-variant.html
https://virological.org/t/lineage-specific-growth-of-sars-cov-2-b-1-1-7-during-the-english-national-%20lockdown/575
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312820306247
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.26.1.2002106
https://cmmid.github.io/topics/covid19/sa-novel-variant.html
https://cmmid.github.io/topics/covid19/sa-novel-variant.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-variants-concern-eueea-first-update
https://virological.org/t/preliminary-genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-%20cov-2-lineage-in-the-uk-defined-by-a-novel-set-of-spike-mutations/563
https://virological.org/t/preliminary-genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-%20cov-2-lineage-in-the-uk-defined-by-a-novel-set-of-spike-mutations/563
https://virological.org/t/preliminary-genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-%20cov-2-lineage-in-the-uk-defined-by-a-novel-set-of-spike-mutations/563
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312820306247
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312820306247
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.28.424451v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.31.425021v1
https://www.fda.gov/medical-devices/letters-health-care-providers/genetic-variants-sars-cov-2-may-lead-false-negative-results-molecular-tests-detection-sars-cov-2
https://www.fda.gov/medical-devices/letters-health-care-providers/genetic-variants-sars-cov-2-may-lead-false-negative-results-molecular-tests-detection-sars-cov-2
https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-vui-20201201/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-vui-20201201
https://www.gov.uk/government/publications/phe-investigation-of-novel-sars-cov-2-variant-of-concern-20201201-technical-briefing-3-6-january-2021
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４．感 染 症 指 定 医 療 機 関 等 の 現 状  

 

≪坂出市立病院：岡田院長≫  

 

＜状 況＞ 

 1）感染者の現状 

   以前からの予測通り、年末年始の人の動きから“持ち込み”“持ち込まれ”で感染者数が増加し

ました。医療施設や介護施設での職員感染も感染拡大に一因となったようです。やはり、医療界で

の対応より、社会での対策が優先的かつ重要となっています。県内第一波（2020年3月～4月）：28

人、第二波（7月～9月）：66人、第三波（10月1日～2月3日）：582人、通算676例。県内での死亡例

は15例（80～90歳代患者）です。 

 2）医療機関の在り方 

   ① リハビリテーション病院や特別養護老人ホーム、学校でのクラスターに加え、年末年始の人の

移動にて感染拡大している。県内医療機関での現実的かつ有効な対策は、職員は元より、患者や

面会者、業者を含めた出入りする面々の問診から聞き出す行動歴・移動歴が重要で、感染の可能

性がある患者や人への対策強化が重要です（“持ち込み”“持ち込まれ”対策）。当院の職員に

は、一部解除していた行動制限を再度かけております。また、市中感染対策の強化から、外来診

療に関しては、すべての診療科で、フェイスシールドの着用も追加した個々の予防策を強化して

います。 

   ② 1月12日現在、他の診療業務は、感染防止対策しながら通常通り行っております。全身麻酔や

エアロゾル発生が危惧される医療行為を予定される患者には、施行前に院内施行のPCR（LAMP

法）を活用しています。 

   ③ 2020年8月11日付で新型コロナ対応重点医療機関10病院、協力医療機関8病院が県内で指定され

ました。当院含め上記病院は勿論の事、他の医療機関も、安易な発熱患者の診療拒否、救急搬送

拒否は慎むべきです。この事が“真の医療崩壊の始まり”である事は明白ですから。入院病床の

不足状況になっており、当院も病床確保に苦労しております。県内第三波が一旦は収束傾向に移

行しなければ病床が逼迫し、医療崩壊が始まり、香川県も危険な医療体制に直面しそうです。 

   ④ 県内第三波にて、2021年1月9日から再び原則面会禁止としました。一部面会可能な面会制限を

長く続けてきた当院は、患者様の家族から喜びと感謝の意見を沢山頂きましたが、現状を鑑み、

再度原則禁止と致しました。 

   ⑤ 2021年2月にPCR（PCR法）機器も整備予定で、既に稼働しておりますPCR（LAMP法）機器と合わ

せて院内検査体制を充実し、不安例や心配例の患者に保険適応外の希望による自費検査もしてい

ます。 

   ⑥ ワクチン接種計画の作成を進行中です。 

 

＜今後の展望＞ 

 1)ワクチン開発が進み、接種計画段階となっておりますが、有効性と安全性の担保に一部不安がある

状況と思います。 

 2)有効な治療薬の開発も進んでいません。 

 3)ウイルスの弱毒化も現時点では証明されていません 

 4)当然集団免疫の獲得も達成しておりません。 

 

   上記1)～4)の為、新型コロナの短期的撲滅は困難・不可能です。新型コロナとは少なくとも今後更に

1～2年の共存が必要です。共存とは、爆発的感染拡大を起こさず、医療崩壊せず、被害・犠牲を最小限

にし、医療を含めた経済や生活を感染対策しながら維持する事です。 
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５．県内の体制整備（ COVID-19 JMAT香川・ PCR検査・管理施設等）  

 

≪ COVID-19 JMATについて≫  
 香川県医師会としては、COVID-19 JMATの枠組みでの県内医療支援として、軽症者・無症状者のホテル療

養に関する支援、および一部PCR検査センターでの活動を行っています。内線電話等での健康チェックや

症状悪化の場合の転送判断などを行い、PCR検査、患者と直接対面はありません。 

 派遣に応じて頂ける医師や看護師を継続して募集しておりますので、是非ご協力の程、お願い申し上げ

ます。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/JMAT/3ji-bosyuu.pdf 

 

 

≪ PCR検査センター（病院併設以外）≫  
 高松市医師会、坂出市医師会、丸亀市医師会、大川地区医師会、綾歌地区医師会、三豊・観音寺市医師

会では、行政と協力してPCR検査センター業務を行っています。各センターの実績については別表の通り

です。 

（名） 

月 
高松市 坂出市・宇多津町 丸亀市 大川地区 綾歌地区 三豊・観音寺市 

検体数 陰性 陽性 検体数 陰性 陽性 検体数 陰性 陽性 検体数 陰性 陽性 検体数 陰性 陽性 検体数 陰性 陽性 

R2.5月 30 30 0 － － － 26 26 0 8 8 0 － － － － － － 

6月 35 35 0 － － － 29 29 0 10 10 0 － － － － － － 

7月 63 63 0 － － － 65 65 0 9 9 0 － － － － － － 

8月 48 48 0 － － － 92 92 0 21 20 1 － － － － － － 

9月 75 74 1 3 3 0 47 47 0 6 6 0 2 2 0 － － － 

10月 44 44 0 8 8 0 49 49 0 2 2 0 10 10 0 10 10 0 

11月 39 38 1 15 15 0 53 53 0 5 5 0 10 10 0 5 5 0 

12月 50 49 1 22 22 0 106 104 3 6 6 0 15 15 0 8 8 0 

R3. 1月 102 100 2 68 68 0 193 184 9 1 1 0 36 36 0 12 12 0 

計 486 481 5 116 116 0 660 649 12 68 67 1 73 73 0 35 35 0 

 

 

≪軽症者・無症状者用の院外療養施設≫  
 ホテルでの軽症者・無症状者の療養については、県内の新規感染者数が増大するに伴って急増してきま

した。2月4日現在、37名の方が療養中です。全く無症状という方も多いですが、中には咳や微熱があって

急速に悪化しないか少し気になる方もいて、担当医師や看護師の方にはストレスをおかけしています。当

然ながら、収容人数は部屋数だけでなくスタッフの数によって限界がありますので、1月10日から日勤看

護師は2人体制をとっています。ご協力いただける医師・看護師を引き続き募集しております。 

 

宿泊療養施設（チサングランド高松）実績数 

月 入所者数（名） 

令和2年5月 0 

    6月 0 

    7月 1 

    8月 4 

    9月 2 

    10月 1 

    11月 12 

    12月 57 

令和3年 1月 141 

計 218 
 

https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/JMAT/3ji-bosyuu.pdf
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６．日医・行政（国、県）からの通達（令和3年1月14日〜2月3日受信分のうち一部抜粋） 

 

≪日医、行政（国、県）からの事務連絡等（カッコ内は発信日）≫ 
 

■ 診療報酬・介護報酬・労災・保険 
 

１．新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その33）（1/14） 

  新型コロナウイルス感染症患者を、都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病床に入院さ

せた場合、一般病床とみなして一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定することとしてよい。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-3960.pdf 

 

２．診療・検査医療機関（仮称）の補助金の交付申請手続について（1/19） 

  診療・検査医療機関が国に提出する補助金交付申請書について、国からの交付決定通知の有無や、申請

書提出時からの想定受診患者数等の見込みに対する大きな変更の有無によって、それぞれの書類を送付

することについての案内。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4009.pdf 

 

３．新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その34）（1/22） 

  ①退院に関する基準を満たし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条及び第20

条の入院の勧告・措置が解除された後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関におけ

る救急医療管理加算1（950点）の算定、②特定集中治療室管理料等の算定日数の上限を超えてもなお、

ECMOを必要とする状態である場合や、ECMOは離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるために特

定集中治療室管理料等を算定する病室での管理が医学的に必要とされる場合の算定についての通知。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4070.pdf 

 

４．厚生労働省「疑義解釈資料の送付について（その49）」の送付について（1/26） 

  「Panbio COVID-19 Antigen ラピッド テスト」（アボットダイアグノスティクスメディカル㈱）は令

和3年1月22日より保険適用となる。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4094.pdf 

 

５．厚生労働省「疑義解釈資料の送付について（その50）」の送付について（1/29） 

  「BD ベリター SARS-CoV-2 コロナウイルス抗原キット」（日本ベクトン・ディッキンソン㈱）は令和3

年1月26日より保険適用となる。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4159.pdf 

 

６．厚生労働省「疑義解釈資料の送付について（その51）」の送付について（2/1） 

  「アドテスト SARS-CoV-2」（アドテック㈱）及び「プロラスト SARS-CoV-2 Ag」（アドテック㈱）は

令和3年1月29日より保険適用となる。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4170.pdf 

 

７．新型コロナウイルス感染症の回復した患者を受け入れる後方医療機関の確保について（退院基準の周知

徹底のお願い）（1/29） 

  改めて、各地域の関係医療機関に対し、退院基準について早急な周知依頼。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4158.pdf 

 

８．「発熱外来診療体制確保支援補助金（令和2年度インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・

検査体制確保事業）」の申請期限について（重要）（2/2） 

  令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金（インフルエンザ流行期に

備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業）については、その交付申請書、変更交付申請書及び請

求書の提出期限が「令和3年2月12日(金)※消印有効」となっていることの通知。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4179.pdf 

 

 

https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-3960.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4009.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4070.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4094.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4159.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4170.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4158.pdf
https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4179.pdf
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■ 医療提供体制・医療機関の対応 
 

１．新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた各種健診等における対応について（1/15） 

  令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言が発出されたが、

改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等

を取りまとめた。 

  https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-3985.pdf 

 

２．電話や情報通信機器を用いた診療に伴う新型コロナウイルス感染症の感染者の取扱いについて（1/15） 

  一部の医療機関において、全国から検体の郵送を受け付け、結果が陽性であった患者に対し、電話や情

報通信機器を用いた診療を行い都道府県等の区域外の患者についても、当該医療機関からその所在する

保健所へ報告される事例があり、適切なご対応のお願い。 

  https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-3986.pdf 

 

３．新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省からの情報提供について（1/19） 

  【新型コロナウイルス感染症患者が入院している病棟・病室等の清掃・消毒を受託可能な事業者一覧】 

  「新型コロナウイルス感染症患者が入院している病棟・病室等の清掃・消毒を受託可能な事業者一覧」

の情報提供。 

  https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4025.pdf 

 

４．更なる病床確保のための新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援について（1/21） 

  厚生労働省より、同補助金に係る医療機関向けリーフレット「更なる病床確保のための新型コロナ患者

の入院受入医療機関への緊急支援のご案内」が発行された。 

  https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4041.pdf 

 

 

■ 検査・治療法・ワクチン 
 

１．未承認の新型コロナウイルスに関する医療機関での取扱いについて（1/12） 

  医療機関において、医薬品医療機器等法に違反している未承認ワクチンを接種しないために、注意すべ

き事項を整理した。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-3946.pdf 

 

２．新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引きについて（1/19） 

  今般、接種体制の構築に向けた準備の参考となるよう、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種につ

いて、接種を実施する医療機関に向けて、現時点での情報とその具体的な事務取扱をまとめた「新型コ

ロナウイルス感染症に係る予防接種実施に関する医療機関向け手引き」を作成した。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4007.pdf 

 

３．新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の各医療機関への配分について（その4）（依頼） 

（1/20） 

  本剤の添付文書の改訂が行われ、本剤の投与対象が拡大されたが、適応拡大後においても、本剤の配送

対象については、当面の間は従前の通りとする。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4027.pdf 

 

４．医療関係団体における医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種体制の構築について 

（1/19） 

  香川県内医療機関等の医療従事者等について、添付資料の内容・スケジュールをもとに、接種場所及び

接種予定者数を取りまとめ、1月28日までに香川県健康福祉部薬務感染症対策課宛に提出依頼。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4031.pdf 

 

５．新型コロナウイルスワクチン接種円滑化システム（V-SYS）使用のための情報提供の依頼について（1/21） 

  厚生労働省より、全ての都道府県医師会及び郡市区医師会がV-SYSを使用するためのID及びパスワード

発行のため、各医師会の担当者名、メールアドレスの情報提供依頼。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4049.pdf 
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６．「新型コロナウイルス感染症(COVID-19）病原体検査の指針（第3版）」の周知について（1/26） 

  ①核酸検出検査法をリアルタイムRT-PCRとそれ以外の方法に整理し、陽性確率の低い集団で多検体をま

とめて検査を行う検体プール検査法の考え方、②抗原定性検査の適応を「発症2日目」から「発症当日か

ら」に拡大し、医療・介護施設においてスクリーニングに使用する際の考え方、③インフルエンザ等他

の疾患との鑑別を要する場合の考え方、を追記。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4089.pdf 

 

７．新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する集合契約について（1/26） 

  全国の市区町村と全国の医療機関等の事務負担を軽減しつつ、居住区以外でも接種を受けられるよう検

討が行われ、日医が医療機関等の契約代理人として、全国の市区町村のとりまとめ団体（全国知事会）

と集合契約を締結することとする。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4090.pdf 

 

８．医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について（1/26） 

  検査を実施する際の検体プール検査法や抗原簡易キットの取扱等について、厚生労働省より各都道府県

等衛生主管部（局）宛ての事務連絡。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4091.pdf 

 

 

■ 妊産婦・小児・学校 

 

１．「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性

健康管理措置による休暇取得支援助成金」等の期限延長に関する周知への御協力について（1/13） 

  厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課より、母健康措置、助成金の支給要件、特別相談窓口の期

限見直し等についての周知依頼。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-3939.pdf 

 

 

■ 介護サービス 

 

１．感染対策のための実地での研修への2次募集について（情報提供）（1/20） 

  介護保険サービス従事者向け感染対策関する研修について、感染症の専門家による実地での研修を希望

する事業所について、2次募集が実施される。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4030.pdf 

 

２．「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

（第12報）」等の令和3年度における取扱いについて（1/28） 

  「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第12

報）」で示されている請求単位数の特例および（第13報）の問1～3は、令和3年3月サービス提供分をも

って廃止される。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4126.pdf 

 

３．高齢者施設への新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種を行う体制の構築について（1/29） 

  高齢者施設における基本的な考え方と体制構築の標準的な進め方を示すので、高齢者施設等の入所者及

び従事者に対する接種を行う体制の構築を進めるようお願い。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4150.pdf 

 

４．新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した介護予防・見守り等の取組の推進について 

  （自治体等の取組事例）（2/1） 

  各自治体等における実際の見守りに関する取組事例や、介護予防と見守りを組み合わせた取組事例に関

する事務連絡が発出されたので情報提供。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4171.pdf 
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■ その他 
 

１．新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更について（1/13） 

  説明省略。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-3929.pdf 

 

２．新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令等について 

  （施行通知）（1/14） 

  説明省略。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-3944.pdf 

 

３．新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）の実施に当たっての取扱いについて（令和2年

度その2）及び新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A（第11版）について（1/14） 

  新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）のうち、「新型コロナウイルス感染症対策事

業」の病床確保料に関して、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる病床として割り

当てられた療養病床は一般病床とみなして、病床確保料の対象とすることを可能とする改正について周

知依頼。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-3958.pdf 

 

４．新型コロナウイルス感染症の変異株流行国・地域からの入国者に対する健康観察について 

  （新型コロナウイルス感染症特定流行国滞在者健康確認センターの設置）（1/21） 

  変異株の流行国・地域からの入国者に対する入国後の健康観察等をさらに強化するため、また、保健所

業務の軽減のため、国において「新型コロナウイルス感染症特定流行国滞在者健康確認センター」が設

置された。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4056.pdf 

 

５．新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A（第12版）及び（第13版）について（1/22） 

  説明省略。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4075.pdf 

 

６．信用保証協会によるセーフティネット保証5号の指定期間延長等と新型コロナウイルス感染症対策によ

る医療機関が利用可能な主な金融支援措置について（情報提供）（1/22） 

  去る1月15日に、中小企業庁は、セーフティネット保証5号及び危機関連保証の全業種指定期間延長（令

和3年2月1日から令和3年6月30日まで）について公表。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4076.pdf 

 

７．新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省からの通知について 

  【新型コロナウイルス感染症対策のための消防用設備等の取扱いに係る周知について】（1/28） 

  都道府県消防防災主管部等に対し、新型コロナウイルス感染症対策のために臨時に設けられた医療用仮

設ユニットにおける消防用設備等の取扱いについて周知するとともに、柔軟な対応への依頼。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4143.pdf 

 

８．新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A（第14版）について（2/2） 

  新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業に関し、院内感染によりクラスターが発生した医

療機関について、都道府県が認めた期間に限り重点医療機関に指定されたものとみなして、重点医療機

関の空床確保の補助対象とする際の考え方を示した。 

   https://www.kagawa-med.com/data/COVID-19/jimurenraku/2-4181.pdf 

 

 

※ 日本医師会では、特設ホームページを開設しており、診療報酬上の臨時的な取扱い等、逐次追加・更新

されていますので、ご確認をお願いします。 

   http://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009135.html 
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７．あ と が き  

 

 日本での感染者が増え続け、11都府県に2度目の緊急事態宣言が発出されるに至った。死者も今年になって

1,700人を超え、医療崩壊の危機が叫ばれている。打開の切り札がワクチンだ。これから3社の製品が逐次輸入

され、優先順位に従って全国民に接種される。今年の我々の仕事は、この未曾有の大仕事を遅滞なく完遂する

ことにある。しかし、RNAワクチンは人類が経験したことのないワクチンで、その長期的影響は誰にもわから

ない。副反応はアナフィラキシーだけではない。これらのワクチンの、あまりに性急な特例承認は、まあ仕方

ないとしても、国の姿勢を見る限り、副反応の調査にも興味がなさそうで、メーカーに丸投げだ。直近1週間

の日本の100万人あたりの死亡者数は多く見積もっても欧米と比べて一桁少ない。日本における累積死者数は

現時点で5,251人だが、誤嚥性肺炎の2018年の死亡者数は38,462人だ。死亡者数と、ワクチン承認の性急さ、

副反応への無関心さと医療崩壊の大合唱とのコントラストに強い違和感を覚える。はたして全国民の命を賭し

てまで、この未知のワクチンを接種する必要があるのだろうか。まずは、厚労大臣と厚労事務次官が範を示さ

れては？ COVID-19には他にも見ておかなければならない様々な問題点がある。変異株と致死率・感染性との

関係、ファクターXの検証、重症化のメカニズム、重症化・致死率の人種・基礎疾患による重症度の違いの原

因、後遺症、PCR検査の妥当性、等々。これらを本気で研究し、それを元に我々は今後の方針を考えて行かね

ばならないが、分科会ではほとんど話題にもならない。ただただ、感染者数や重症者数、死亡者数のみをもと

に、根拠が希薄なまま情緒的に様々な規制が行われようとしている。入院を拒否をする患者に刑事罰を科すと

する感染症法改正法案が審議されている。幸い撤回されたが、検討すること自体、暴挙以外の何物でもない。

我々はこれから、人類に対する久々の強敵を相手に、目隠しをされ、丸腰で、後ろから銃を突きつけられなが

られながら戦わねばならないのだろうか？（I.H.) 

次回（第11号）は、３月５日（金）配信予定です。 


